
一般社団法人吉備高原オープンイノベーション協会 

会員資格規程 

 

（本規定の範囲） 

第１条  本規程は、当協会に会員として入会する者が、会員として行う一切の行為

に適用する。 

 

 （会員） 

第２条  当協会の会員は、次の種別とし、当協会の定款第３条の目的に賛同し、本規

程を承諾し、かつ当協会の理事会の承認を得たものを条件とする。 

⑴ 一般会員   当協会の目的に賛同して入会した個人又は法人 

⑵ 賛助会員   当協会の目的に賛同し、賛助するために入会した個人又

は法人 

⑶  特別賛助会員 当協会の目的に賛同し、スポンサーとして広告掲載する

法人 

⑷  名誉会員   当協会に功労のあった個人又は学識・企業経験者等、理

事会において推薦された個人 

２   法人ではない団体は、代表者若しくは 管理人の定めがあり、かつ当協会

の理事会で承認を得たものは第１項の法人と見なす。  

 

（入会申込） 

第３条  当協会の入会を希望する個人又は法人は、当協会宛に所定の入会申込書を

提出するか、又は当協会のウェブサイトの入会申込ページの手順に従って入

会申込を行う。 

 

（入会審査） 

第４条  入会の申込があった場合は、当協会は入会審査のための臨時の理事会を開

催し、入会の承認をするか否かを決定する。 

２   入会審査のための臨時の理事会は、電子メール、電子会議、電話その他の

方法において行うことがある。 

３   入会審査に必要な限りにおいて、当協会は入会申込者に対し質問その他必

要な資料の提出を求めることがある。 

 

（会費と会費の支払い）  

第５条  会費は、年会費のみとし入会金はない。なお、年会費の額については、 本

規程末尾の付表１に示す。  

２   年会費の対象期間は、継続している会員は、当協会の事業年度の４月１日



から翌年３月３１日までとし、初めて入会した会員は、当協会が会員宛てに

入会の承認メールを発信した日から当協会の事業年度末日までとする。 

３   年会費の支払いは、当協会が会員宛てに発行する請求書に基づき、年会費

対象期間の開始から１ヶ月以内に、当協会の指定銀行口座に振り込まなけれ

ばならない。 

４   当協会事業年度の途中で入会した場合の年会費は、以下の通りとする。入

会日付は、当協会が会員宛てに入会の承認メールを発信した日付とする。 

⑴ ４月１日から同年９月末日までに入会した場合の年会費は、前１項に規

定する年会費の全額とする。 

⑵ １０月１日から翌年３月末日までに入会した場合の年会費は、前１項に

規定する年会費の２分の１とする。 

５   当協会が会員から受領した年会費は、その理由を問わず返金しない。  

 

（会員資格有効期間）  

第６条  会員資格有効期間は、前第４条により支払った年会費の対象期間とする。  

２   会員が、会員資格有効期間を１ヶ年間延長する場合は、当協会が会員宛て

に発行する年会費の請求書に基づき、４月末日までに年会費を支払うことと

し、以後も同様とする。 

 

（会員資格の喪失） 

第７条  会員は、次の各号の一に該当する場合は会員資格を喪失する。 

⑴ 退会したとき。 

⑵ 成年被後見人又は被保佐人になったとき。 

⑶  当該会員が死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき。 

⑷  会費等の支払義務を１年以上履行しなかったとき。 

⑸  除名されたとき。 

⑹  総社員が同意したとき。 

２   会員は、前項各号によって会員資格が喪失しても、未納の年会費ほか当協

会への債務がある場合は、その債務の支払いを完了しなければならない。 

 

（退会） 

第８条  会員は、退会しようとする場合は、退会届を当協会事務局に届け出て退会

することができる。但し、１ヶ月以上前に当協会に対し予告するものとする。 

 

（除名） 

第９条  当協会は、会員が次の各号の一に該当すると当協会が認めた場合、会員を

除名することがある。 



⑴ 当協会の名誉を棄損し、又は当協会の目的に反する行為があった場合 

⑵ 会員としての品格を損なう行為があった場合 

⑶  法令若しくは 公序良俗に反する行為を行った場合 

⑷  会員として適当でないと判断した場合 

２   前項の除名の決定は、一般法人法第４９条第２項に定める社員総会の特別

決議によりその会員を除名することができるものとし、除名した会員にはそ

の旨を通知する。 

 

（変更の届出） 

第１０条 会員は、その氏名若しくは 名称、住所、又は連絡先等、当協会への届出

事項に変更が生じた場合には、遅滞なく文書又は電子メールにより変更手続

を行うものとする。 

２   当協会は、会員が前項の変更手続を行わなかったことによって生じた不利

益については一切の責任を負わない。  

 

 （会員の権利） 

第１１条 第２条に定める一般会員、賛助会員、特別賛助会員、名誉会員の権利及び

義務並びに基金の拠出は、本規程末尾の付表１に示す。  

２   会員が受けられる特典は、本規程末尾の付則２に示す。 

 

（会員情報の取り扱い）  

第１２条 会員及び入会申込者は、本人から直接当協会に対し提示を受けた会員の個

人情報（以下「会員情報」という。）を、当協会が次の各号に定める利用目的

の範囲内で利用することに同意するものとする。 

⑴ 第４条に定める入会審査 

⑵ 当協会の事業運営上、他の会員に知らせる必要がある場合 

⑶  当協会が会員サ－ビスに関わる業務その他を第三者に委託するときに、

守秘義務を課して会員情報を取り扱わせる場合 

⑷  会員情報を、あらかじめ会員承諾のもと当協会のウェブサイトに掲載す

る場合  

２   会員は、当協会の業務活動上知り得た、又は取得した会員情報の取り扱い

について、次に掲げる事項を遵守しなければならない。 

⑴ 適切かつ適法な手段によって取り扱うこと 

⑵ 会員の管理下にある他の会員の個人情報に対し、他から不正アクセスや、

紛失、破壊、漏洩などのおそれがある場合は、自ら適切な措置を講ず

ること 

 ⑶  個人情報に関する法令及びその他の規範を遵守すること 



（著作権）  

第１３条 当協会の発意に基づき、会員又は当協会の業務に関与する者が当協会の事

業活動上にて作成した著作物の著作権者は、当協会とする。この著作物とは、

各種報告書、記録資料、課題資料、研究資料、調査資料、アンケート資料、

議事録等一切の成果物などをいう。 

２   当協会の発意に基づき、会員又は当協会の業務に関与する者が当協会の事

業活動上にて作成したソフトウェアプログラム等の著作物の著作権者は、当

協会とする。 

 

（禁止事項） 

第１４条 会員は、次に定める行為をしてはいけない。 

⑴ 会員資格に基づく一切の権利又は義務を、第三者に譲渡又は貸与し、あ

るいは担保等に供すること  

⑵ 当協会の職務上知り得た秘密を他に漏らすこと。この場合の秘密とは、

当協会外へ公開することのない情報を言う。 

⑶  当協会の活動に関連して取得した資料又は知り得た情報を、当協会の活

動以外に利用すること 

⑷  その他、当協会の職務活動において、他者が所有するあらゆる権利を侵

害するなどの法律違反行為、又はそのおそれのある行為 

２   前項の規定は、会員が会員資格を喪失、退会、除名された後もなお効力を

有する。  

 

（損害賠償） 

第１５条 会員は、前第１４条の禁止事項によって、当協会、他の会員若しくは 第

三者に損害を与えた場合は、その損害の全てを賠償しなければならない。 

  

（免責） 

第１６条 当協会は、次に揚げる事項に関しては一切の責任を負わない。 

⑴ 会員が当協会のウェブサイトを利用することによって、何らかのトラブ

ルや損害等が生じた場合 

⑵ 当協会のウェブサイトが紹介している他のウェブサイトやソフトウエ

ア等に関する適合性その他、内容に関する事項 

⑶  当協会のウェブサイトからリンクされる他のウェブサイトで提供され

る情報やサービス等に関する事項 

 

【付則１】 

本規程は、令和３年４月１日より施行する。 



【付表１】 

■種別、権利及び義務並びに会費 

種別 権利及び義務 会費 

一般会員 協会の目的に賛同する法人又は個人。 

協会が行う全ての行事への参加が可能、ただ

し、社員総会での議決権はない。 

理事会が設置する委員会への参加が可能。 

法人：100,000 円/年 

個人： 50,000 円/年 

 

賛助会員 協会の目的に賛同し、事業を賛助するために

入会した法人又は個人。 

社員総会を除く協会が行う行事への参加が

可能。 

法人： 50,000 円/年 

個人： 20,000 円/年 

特別賛助会員 ３年間広告費（３年間有効） 

スポンサーとして広告掲載。 

法人：300,000 円/

３年間 

名誉会員 当協会に功労のあった個人又は学識・企業経

験者等で、理事会において推薦された個人。 

協会が行う全ての行事への参加が可能、ただ

し、社員総会での議決権はない。 

理事会が設置する委員会への参加が可能。 

無料 

 

■基金の拠出 

各会員は、「基金取扱規程」により、任意で基金を拠出することができる。 

 

【付則２】 

■特典 

●イノベーションヒルズ構想実現に向けた動向、活動情報の提供を受けることができ

ます。 

●国内外のイノベーション関連技術、動向に関する情報の提供を受けることができま

す。 

●当協会の事業・交流会を通じ、同業種以外の幅広い人脈を作ることができます。 

●当協会が主催、共催、協賛するイベント、シンポジウム、セミナーに会員価格（無

料の場合もあります）で優先参加することができます。 

●当協会の名称、ロゴマーク等を、善意をもって使用が可能です。 

●当協会ホームページ、パンフレット、その他広報物に社名、ロゴマークを掲載させ

ていただきます。 


